
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
①スマホの過度の使用による日常生活への支障 

（例）夜遅くまで友だちとメールのやりとりをしていて，次の日の授業に集中できない。 
 ○保護者が利用状況を把握するよう心がけましょう。９時以降，通信機器を預かるのも  
  方法の一つです。 
②無料通話アプリなどでの悪口や仲間はずれ 
  （例）送信した文章の意味を勘違いされ，一方的にグループから外されてしまった。 
 ○このような問題は地域を問わず課題になっています。メールなど文章に残るものは，

絶対に悪口など書き込まないよう声かけが必要です。時にはメールのチェックをしま
しょう。 

③SNSやネットで知り合った人による犯罪被害 
  （例）SNSで会ってみたいと言われ，会ってみると SNSとは違う人で，車で連れて行か

れそうになる。 
 ○現実の生活だけでは出会えなかった人と知り合えるようになった今，男女ともに，投

稿の内容の過信は危険だということを再認識させましょう。 
④ゲームに夢中になっている最中に生じた高額課金 
  （例）どうしてもほしいアイテムを数回買っただけだったが，１０万円の請求が来た。 
 ○設定により，課金を無効にすることもできます。でも，年齢に応じて徐々に「自分で

コントロール」することを体得させていきましょう。また，アプリの中には，Ｒ指定
になっているものもあるので，確認していただけるとありがたいです。 

⑤気軽に行った動画のアップロード 
   (例)動画をアップしたが，後ろに映った背景から学校を特定され，つきまとわれた。 
 ○動画や写真をアップすると，それを削除したとしても半永久的に残ることがあります。

気軽にアップしないよう，必ず保護者に確認させるようにしましょう。 
 

【お子様の安全を守るために 携帯会社からおすすめがあります！】 
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生徒指導だより 

通信機器に関する確認をお願いします 

 以前の生徒指導便り（No.3）でお伝えしたように，志賀小学校の全校児童の９割以

上が家庭でインターネットにつながる機器を使用しています。うまく使えばとても便

利なものになりますが，使い方を誤ると事件や事故，トラブルに巻き込まれる可能性

が高くなります。以下のインターネットによるトラブルの事例とその対処法を参考に

していただき，ご家庭での使い方について指導をお願いします。 

「あんしんフィルター」です 
 お子様の安心・安全を守るために，携帯会社が勧めていることがあります。それは，

フィルタリング機能「あんしんフィルター」です。制限をかける機能で， 

① お子様がアクセスするサイトを制限する 

② 利用時間を制限する 

③ 位置情報を検索する 

④ 通話・web・閲覧履歴を管理する 

⑤ 課金を制限する            ことができます。 

ほとんどの携帯会社で，「あんしんフィルター」は無料になっています。パソコンの 

場合は「ｉ-フィルター」で，月額３００円程度かかります。親からのスマホで，一部の

制限だけを設定できたり，制限を一時的に変更できたりもできます。 

 何よりもお子様の安心・安全が優先です。ぜひ，このフィルタリング機能について家

族で話し合ってみるのもよいかと思います。 
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タブレットの使用について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【スマホ・ケータイ 家庭でのルール作りをお願いします】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（例）・２１時になったら，スマホを親に預ける。 

   ・一日,１時間以上「ＹｏｕＴｕｂｅ」を見ないようにする。  など 
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 ご協力ありがとうございました。１０月２１日（金）までに担任へ提出をお願いします。 

 家庭でできる通信機器の利用についてのルールで，こんなことにチャレンジできたら

いいなということを話し合って見てください。話し合ったルールは，いくつでもいいの

で，下記に書いて学校まで提出をお願いします。すでにご家庭にルールがある場合には

その内容を書いていただいてもかまいません。 

 出されたルールについてまとめた後，クラスで話し合い，通信機器の利用についてど

んなルールがあったらよいか，これからどういかしていけばよいかを考えるきっかけと

したいと思います。ルール作りの例を以下に載せておきますので参考にして下さい。 

 お手数をおかけしますが，よろしくお願いします。 

キリトリ線 

親子で決めよう 通信機器のルール 

 志賀町から一人一人に配付されているタブレットで，学習以外での使用が確認され

ました。 

 町からタブレット配付と同時に「タブレット使用のきまり」が出されています。そ

こには，「学習以外の使用はしない」と書かれていますが，そうではない使用も見られ

ます。このきまりが守られないと，タブレットの使用を制限する学校もあるそうです。 

 志賀小学校では，一人一人が通信ネットワークを使って多様な資質・能力を確実に

育成できるＩＣＴ教育を目指しています。タブレットを使用しての学習活動は今後も

必要ですので，学習以外での使用がないか，ご家庭でも確認していただけるとありが

たいです。よろしくお願いします。 


